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○札幌市自転車等駐車場条例施行規則 

平成 17 年 7 月 28 日  
札幌市規則第 48 号

改正  平成 18 年 10 月 ３日規則第 95 号  平成 20 年 ３月 28 日規則第 14 号 
    平成 22 年 ６月 10 日規則第 24 号  平成 22 年 11 月 15 日規則第 35 号 
    平成 28 年 ３月 16 日規則第 ８号  平成 30 年 ６月 ８日規則第 31 号 

（趣旨）

第１条 この規則は、札幌市自転車等駐車場条例（平成１７年条例第２５号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（駐車場の名称等）

第２条 条例第３条、第４条第３項及び第５条の規定により市長が定める駐車場のうち、

有料駐車場の名称及び位置、自転車等を駐車場に入場させ、又は駐車場から出場させる

ことができる時間（以下「入出場時間」という。）並びに駐車場に駐車できる自転車等の

種別（以下「駐車対象自転車等」という。）は、別表１のとおりとする。

２ 前項の市長の定める駐車場のうち、無料駐車場の名称及び位置、入出場時間並びに駐

車対象自転車等は、市長が告示で定める。

 一部改正〔平成２８年規則８号〕

（定期利用の方法等）

第３条 条例第６条第１項の承認（以下「定期利用承認」をいう。）を受けようとする者は、

自転車等駐車場定期利用申請書（様式１。以下「定期利用申請書」という。）により市長

に申請をしなければならない。

２ 前項の申請は、定期利用の開始を希望する日の２週間前から行うことができる。ただ

し、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

３ 市長は、第１項の申請があった場合において定期利用承認を決定したときは、所定の

駐車料金を納付させたうえ、当該申請を行った者に対し定期券及び定期利用証を交付す

るものとする。

４ 定期券及び定期利用証の様式は、市長が別に定める。

５ 定期券は、定期利用承認に係る駐車場に入場し、及び当該駐車場から出場する際に提

示しなければならない。

６ 定期利用証は、定期利用承認に係る自転車等の見やすい位置に取り付けなければなら

ない。

７ 定期利用者が定期利用承認を受けた期間を経過して駐車した場合は、その出場の際に

条例第１１条の規定による駐車料金の額に相当する額を納付しなければならない。

（定期券及び定期利用証の更新）

第４条 定期利用をしていた者又は現に定期利用をしている者が、新たに定期利用承認を

受けようとするときは、当該定期利用に係る定期利用申請書に記載した事項に変更を生

じた場合その他市長が別に定める場合を除き、前条第１項の規定にかかわらず、当該定
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期利用に係る定期券を提出することにより申請することができる。

（定期券等の書換え及び再交付）

第５条 定期券若しくは定期利用証の記載事項に変更を生じたとき、又はこれを汚損し、

若しくはき損したときは、書換えを受けなければ、これを使用することができない。

２ 定期券及び定期利用証は、再交付しない。ただし、定期利用証のみを紛失した場合に

おいては、定期券の提示を受けたときに限り、定期利用証を再交付することができる。

（有料駐車場の一時利用の方法等）

第６条 条例第８条第１項の規定により有料駐車場の一時利用をしようとする者（以下「一

時利用者」という。）は、自転車等を入場させる際に、一時利用券の交付を受けなければ

ならない。

２ 一時利用者は、自転車等を出場させる際に、所定の駐車料金を納付しなければならな

い。

３ 一時利用券の様式その他一時利用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が

別に定める。

（一時利用をすることができる有料駐車場）

第７条 条例第８条第２項の市長が定める駐車場は、札幌駅５・５自転車等駐車場、北６

西１自転車等駐車場、札幌駅北口自転車等駐車場及び北５西１暫定自転車等駐車場とす

る。

（利用期間の末日までの期間が１月未満である場合の駐車料金の額）

第８条 条例別表２備考４の規定により市長が定める駐車料金の額は、別表２のとおりと

する。

（駐車料金の還付）

第９条 条例第１０条ただし書の市長が別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当す

る場合とする。

(1) 定期利用者が、定期利用承認を受けた期間が始まる前に定期利用の取消しを申し出

た場合

(2) 定期利用者が、定期利用承認を受けた期間の末日から１月以上前までに定期利用の

中止を申し出た場合

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合

（不正駐車自転車等の移動等）

第１０条 条例第１５条第１項第２号及び第３号の市長が定める期間は、１週間とする。

２ 市長は、条例第１５条第１項各号に掲げる自転車等であることを確認するために必要

があると認めるときは、自転車等に調査札(様式２)を取り付けることができる。

（保管台帳の作成）

第１１条 市長は、条例第１５条第２項において準用する札幌市自転車等の放置の防止に

関する条例（平成７年条例第３９号。以下「放置防止条例」という。）第１２条第１項の

規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳（様式３）を作成するものと
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する。

（保管の掲示事項）

第１２条 条例第１５条第２項において読み替えて準用する放置防止条例第１２条第２項

の規定により掲示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動を行ったこと。 

(2) 移動し、保管した年月日 

(3) 保管及び返還を行う場所 

(4) 保管期間 

(5) 返還を受ける方法 

(6) 保管期間経過後の自転車等の措置 

(7) その他市長が必要と認めた事項 

（利用者等への通知）

第１３条 市長は、条例第１５条第２項において準用する放置防止条例第１２条第１項の

規定により保管した自転車等（以下「保管自転車等」という。）の利用者等を調査し、当

該調査によって当該保管自転車等の利用者等を確認することができたときは、自転車等

引取通知書（様式４）その他の方法により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通

知するものとする。

（自転車等の返還）

第１４条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、自

転車等引取申出・受領書（様式５）を市長に提出しなければならない。この場合におい

て、当該利用者等は、前条の自転車等引取通知書、自転車等のかぎその他の市長が必要

と認めるものを提示しなければならない。

（自転車等の売却に係る保管期間）

第１５条 条例第１５条第２項において読み替えて準用する放置防止条例第１２条第３項

に規定する規則で定める期間は、条例第１５条第２項において読み替えて準用する放置

防止条例第１２条第２項の規定による掲示の日から起算して２月間とする。

（冬期の自転車等の保管等の手続）

第１６条 条例第１６条第２項の承認（以下「冬期保管承認」という。）を受けようとする

者は、自転車等冬期保管申請書（様式６）により市長に申請をしなければならない。た

だし、条例第１７条第１項ただし書の場合にあっては、定期利用申請書により申請をす

ることができる。

２ 前項本文の申請をすることができる期間は、条例第１６条第１項の市長が定める期間

の初日の２週間前から１月間とする。

３ 市長は、第１項の申請があった場合において冬期保管承認を決定したときは、所定の

冬期保管料を納付させたうえ、当該申請を行った者に対し自転車等冬期保管承認通知書

（様式７）及び冬期保管証を交付するものとする。

４ 冬期保管承認を受けた者は、第２項の規定による申請期間の末日までに、当該冬期保
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管承認に係る自転車等を駐車場に入場させなければならない。ただし、市長が特に必要

と認めるときは、この限りでない。

５ 冬期保管証の様式は、市長が別に定める。

６ 冬期保管証は、冬期保管承認に係る自転車等の見やすい位置に取り付けなければなら

ない。

７ 第１０条第１項及び第１１条から前条までの規定は、条例第１６条第４項において条

例第１５条の規定を準用する場合における自転車等の保管及び返還について準用する。

（指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い）

第１７条 条例第１８条第１項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に

おける第３条、第４条、第６条及び前条（第２項を除く。）の規定の適用については、こ

れらの規定（第３条第４項を除く。）中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第３条第

１項中「様式１」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第３項中「駐車料金

を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、同条第４項中「市長が別に定

める」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める」と、同条第７項

中「条例第１１条の規定による駐車料金の額に相当する額を納付しなければならない」

とあるのは「所定の利用料金を支払わなければならない」と、第６条第２項中「駐車料

金を納付しなければ」とあるのは「利用料金を支払わなければ」と、第１６条第１項中

「様式６」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第３項中「冬期保管料を納

付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、「様式７」とあるのは「指定管理者

が定める様式」とする。

２ 条例第１９条第５項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 第９条第１号及び第２号に掲げる場合 

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めた場合

（委任）

第１８条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。

附 則

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。

２ 条例附則第２項の規定により条例の施行前において行われる駐車場を供用するために

必要な準備行為に係る手続については、この規則に規定する手続の例による。

附 則(平成１８年規則第９５号)～附 則（平成２２年規則第２４号）

省略

  附 則(平成２２年規則第３５号) 
  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、別表１ １ 有料駐車場の

表屋根のある駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

  附 則(平成２８年規則第８号) 
 この規則は、平成２８年３月１８日から施行する。



（札幌市自転車等駐車場条例施行規則）

   附 則

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、

様式２、様式４及び様式５の改正規定は平成３０年９月１日から施行する。

２ 札幌市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例（平成３０年条例第３６号）附則第

２項の規定により同条例の施行前において行われる有料駐車場における小型自動二輪車

の定期利用に係る承認の手続、利用料金の支払手続その他小型自動二輪車の定期利用に

必要な準備行為に係る手続については、この規則による改正後の札幌市自転車等駐車場

条例施行規則に規定する手続の例による。
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別表１ 

種別 名称 位置 入出場時

間 

駐車対象自転車等

屋 根

の あ

る 駐

車場 

札幌駅５・５自転車等駐

車場 

札幌市中央区北５条

西５丁目 
午前６時

から午後

１２時ま

で 

自転車及び原動機

付自転車

北６西１自転車等駐車場
札幌市北区北６条西

１丁目 

自転車、原動機付自

転車及び小型自動

二輪車

札幌駅北口自転車等駐車

場（東棟屋上を除く。） 

札幌市北区北７条西

３丁目 

自転車及び原動機

付自転車

屋 根

の な

い 駐

車場 

札幌駅北口自転車等駐車

場（東棟屋上） 

札幌市北区北７条西

３丁目 
午前６時

から午後

１２時ま

で 

自転車 

北５西１暫定自転車等駐

車場 

札幌市中央区北５条

西１丁目 

自転車、原動機付自

転車及び小型自動

二輪車 

北４西１南側路上第１自

転車等駐車場 

札幌市中央区北４条

西１丁目

午前０時

から 

午後１２

時まで 

自転車及び原動機

付自転車 

北４西１南側路上第２自

転車等駐車場 

札幌市中央区北４条

西１丁目

北４西２南側路上第１自

転車等駐車場 

札幌市中央区北４条

西２丁目

北４西２南側路上第２自

転車等駐車場 

札幌市中央区北４条

西２丁目

北４西３北側路上第１自

転車等駐車場 

札幌市中央区北４条

西３丁目 

北４西３北側路上第２自

転車等駐車場 

札幌市中央区北４条

西３丁目

北４西５西側路上自転車

等駐車場 

札幌市中央区北４条

西５丁目

北４西５東側路上自転車

等駐車場 

札幌市中央区北４条

西５丁目

札幌桑園停車場緑道路上

自転車等駐車場 

札幌市中央区北５条

西６丁目

自転車、原動機付自

転車及び小型自動

二輪車 

北６西２高架下自転車等

駐車場 

札幌市北区北６条西

２丁目 

自転車及び原動機

付自転車 

   全部改正（平成 30 年規則 31 号） 
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別表２ 

 一部改正（平成 30 年規則 31 号） 

区 分 

利用開始日から当該年度

における当該駐車場の利

用期間の末日までの期間

単 位 自転車 

原動機付自

転車及び小

型自動二輪

車 

屋根のあ

る駐車場

一般 20 日以上 １台につき 1,500 円 3,000 円

20 日未満 １台につき 1,000 円 2,000 円

学生 20 日以上 １台につき 1,000 円 2,000 円

20 日未満 １台につき 700 円 1,400 円

屋根のな

い駐車場

一般 20 日以上 １台につき 1,000 円 2,000 円

20 日未満 １台につき 700 円 1,400 円

学生 20 日以上 １台につき 700 円 1,400 円

20 日未満 １台につき 500 円 1,000 円
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様式１ 

自転車等駐車場定期利用申請書

                                年  月  日

（宛先）札幌市長

住  所

氏  名

電話番号

自転車等駐車場の定期利用の承認を受けたいので、札幌市自転車等駐車場条例施行規則第３

条第１項の規定により、下記のとおり申請します。

記

利用する自転車等駐車場

区  分

1 月 ・ 3 月 ・シーズン

学 生 ・ 一 般

利用開始希望日  年   月   日

冬期保管 有 ・ 無 （区分がシーズンの場合のみ記入してください。）

自転車

等の特

徴

自転車等の種別 自 転 車 ・ 原動機付自転車 ・ 小型自動二輪車

車体番号          （自転車の場合のみ記入してください。）

防犯登録番号

又は標識番号

色

車輪のサイズ         （自転車の場合のみ記入してください。）

※ 整理番号

注 ※印の欄は記入しないでください。

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
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様式２ 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

自転車等駐車場利用の皆さんへ 

 この札は、長期にわたり駐車されている自転車等

を調査するために貼り付けています。

 長期にわたり札の付いたままになっている自転

車等は、札幌市自転車等駐車場条例第１５条第１項

の規定に基づき、自転車等保管場所へ移動します。

 また、この自転車等を駐車場から出場させる際に

は、同条例第１１条に規定する駐車料金相当額（自

転車の場合は１日当たり 100 円、原動機付自転車及

び小型自動二輪車の場合は１日当たり 200 円）を徴

収します。

 さらに、移動した自転車等を返還する場合には、

移動に要した費用として

 自転車 2,000 円

 原動機付自転車及び小型自動二輪車 4,000 円

を徴収します。

  年  月  日

札 幌 市



（
札

幌
市

自
転

車
等

駐
車

場
条

例
施

行
規

則
）

様式３ 

自 転 車 等 保 管 台 帳 

〔        〕                                                             №

返還事務

返還
月日

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 

通知
月日

返戻
月日

所 有 者 等 調 査 

盗難
の被
害届

等 

照会
月日

回答
月日

住所 

電話番号 氏名 

自  転  車  等  の  特  徴 

記

名
破損の程度

防 犯 登 録
番 号 等

インチギアかごかぎ色車名ﾒｰｶｰ種類
車

種

ﾁｪｰﾝ等

切断 

移動
搬入
月日

整理番号



（札幌市自転車等駐車場条例施行規則）

様式４

                 自転車等引取通知書

整理番号   －   

 あなたが利用（所有）していると思われる         を札幌市自転車等駐車場条例

第１５条第１項（第１６条第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、札幌市が

移動し、保管しています。

 至急、引取りに来てください。

１ 保管場所 

２ 引取りのできる日時 

   曜日から 曜日までの   時から   時まで 

３ 保管期限 

４ 持参するもの 

 (1) この通知書 

 (2) 自転車等のかぎ 

 (3) 引取りに来る人の印鑑 

 (4) 身分を証明するもの（運転免許証、健康保険証等） 

５ 引取りの際に納付すべき金額 

  金     円 

   （内訳） 保管場所見取り図

自 転 車
原動機付自転車
小型自動二輪車

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。



（札幌市自転車等駐車場条例施行規則）

様式５

（表）

自転車等引取申出・受領書 

年  月  日

（宛先）札幌市長

住     所

氏     名

電 話 番 号

所有者との関係

下記の自転車等の引取りを申し出ます。

整 理 番 号
（自転車等引取通知書をお持ちの方は記入してください。）

所 有 者

（申出者が所有者本人でない場合に記入してください。）

住  所

氏  名

電話番号

自

転

車

等

車 種 自転車・原動機付自転車・小型自動二輪車

特 徴 裏面のとおり（自転車等引取通知書をお持ちの方は記入不要です。）

 上記自転車等を確かに受け取りました。

年  月  日  

氏名         ㊞

申出者



（札幌市自転車等駐車場条例施行規則）

（裏） 

駐車した駐車場

駐 車 し た 日    年   月   日 移動された日   年   月   日

車   種 自  転  車 原動機付自転車・小型自動二輪車

自

転

車

等

の

特

徴

種 類
実用車・婦人車・スポーツ車・子供車・

ミニサイクル・その他（    ）
車名（            ）

色

荷 か ご 有（前・後・横・前後）・無 有（前・後・横・前後）・無

防 犯 登 録

等 番 号

防犯登録番号（        ）

車体番号（          ）
標識番号（          ）

メ ー カ ー

ギ ア 等 ギア（有（    ）段・無） クラッチ（有・無）

かぎの種類 押込み（前・後）・チェーン・無 エンジンのみ・チェーン・無

住所・氏名

の 表 示
有（           ）・無 有（           ）・無

そ の 他

（上記以外の特徴、学校名のステッカー等）

※

処

理

欄

身元確認区分
運転免許証、健康保険証、身分証明書、学生証、その他（     ）

証明番号等（           ）

所有確認区分 自転車等のかぎ、引取通知書、防犯登録カード、その他（     ）

費    用         円

移動年月日    年   月   日 整 理 番 号

返還年月日    年   月   日 返還担当者

注 １ 太線の中は、自転車等引取通知書をお持ちでない方のみ記入してください。

   ２ ※印のある欄は、記入しないでください。

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。



（札幌市自転車等駐車場条例施行規則）

様式６ 

自転車等冬期保管申請書

                                年  月  日  

（宛先）札幌市長 

住  所

氏  名

電話番号

自転車等の冬期保管の承認を受けたいので、札幌市自転車等駐車場条例施行規則第１６条第

１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

保管する自転車等駐車場

自転車

等の特

徴

自転車等の種別 自 転 車 ・ 原動機付自転車 ・ 小型自動二輪車

車体番号 （自転車の場合のみ記入してください。）

防犯登録番号

又は標識番号

色

車輪のサイズ （自転車の場合のみ記入してください。）

※ 整理番号

注 ※印の欄は記入しないでください。 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。



（札幌市自転車等駐車場条例施行規則）

様式７ 

自転車等冬期保管承認通知書

年  月  日  

        様

札幌市長        □印  

札幌市自転車等駐車場条例第１６条第２項の規定に基づき、下記のとおり自転車等駐車場に

おいて自転車等を保管することを承認します。

記

整理番号

保管する自転車等駐車場

引取期間   年  月  日 ～  年  月  日

注 引取期間以外の自転車等の引取りは原則としてできません。引取期間を経過しても引取り

がない場合は、自転車等保管場所に移動します。

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。


